
 地域医療を推進する！ 

徳島県鳴門病院・連携医療機関登録制度 

①連携医療機関・登録申し込み 

②連携医療機関証の交付 

鳴門病院での   
検査・治療の  
立ち合い等 

連携医療機関証 
   の掲示 

鳴門病院主催の
研修会への参加 

連携医療機関と
して鳴門病院に
掲示 

  連携医療機関  徳島県鳴門病院 

連携医療機関を
鳴門病院で掲示 

紹介患者の迅速な
受け入れ、報告 

逆紹介の推進 
連携医療機関と、 
ともに学ぶ 

連携 

協働 

（資料８）



 

 

徳島県鳴門病院 

連携医療機関証 

 

●●●病院 殿 
  

貴院は、徳島県鳴門病院と連携して 

地域医療の推進に取り組む医療機関 

であることを証します。 

 

令和２年●月●日 

 

   地方独立行政法人徳島県鳴門病院 

          院長 邉見 達彦 

案 
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